
道教委が変形労働時間制導入へ意向調査を通知

制度について教職員に丁寧に説明し
議論した結果を回答に反映させるべきです
●「１年単位の変形労働時間制」導入へ、条例制定に向けた意向調査を実施

道教委は、９月９日、道立学校長と市町村教委教育長に対し、「１年単位の変形労働時間制」導
入についての意向調査を通知しました。この意向調査について、道教委は、制度導入のための条
例制定を行うにあたっての参考とするためのものであると説明しています。
意向調査の回答期日は９月２４日（木）１７時です。４連休を挟むため、実質的には来週１週

間が回答の検討期間となります。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！

「止めよう！変形労働制」ニュース №62 全北海道教職員組合 2020.9.10



●「まず、各学校で検討」すること

「１年単位の変形労働時間制」導入を可能とする条例制定について、文科省の作成した「導入
の手引」には「条例等を整備するに当たっては、例えば県費負担教職員については、まず、各学
校で検討の上、市町村教育委員会と相談し、市町村教育委員会の意向を踏まえた都道府県教育委

員会において、省令や指針等を踏まえて条例等を整備すること」（p8）とされています。そのため、
市町村教委教育長あての通知では、「所管の学校の意見も伺いながら」とされています。
各学校で検討をするためには、制度について丁寧な説明が必要となりますが、通知では、文科

省が作成した「導入の手引」や動画を参照するよう示したのみで、道教委として、制度について
説明する資料は用意されていません。
また、回答期日までの僅か１週間程度では、各学校で十分な検討を行うことができず、教職員

の議論をふまえずに意向調査へ回答されかねません。

●各職場で「１年単位の変形労働時間制」についての学習・対話を

「１年単位の変形労働時間制」は、長時間労働を固定化し、いっそうの長時間労働をまねく恐
れのあるものであり、文科省自身も、この制度を「導入すること自体が日々の教師の業務や勤務
時間を縮減するものではありません」（「導入の手引き」p2」）としています。道教組は、制度導入
に反対し続けてきました。制度導入について、道教委が十分に説明し
ないのであれば、私たちが制度の問題点を学習し、対話を広げて問題
意識を共有していくことが必要です。
全教は、学習討議資料「ＳＴＯＰ！『１年単位の変形労働時間制』」

を作成しました。また、学習動画も作成しています。この「止めよう！
変形労働制」ニュースは、意向調査の回答期日である２４日まで毎日
発行を続けます。これらの資料を活用
し、「１年単位の変形労働時間制」につ
いて職場での学習・対話を広げ、議論
し、導入反対の声を上げましょう。

●長時間過密労働の根本的な解決を求める声をあげよう！

学校の長時間過密労働の解消は、少人数学級を大きく前進させ
るとともに、教職員を大幅に増員し１人あたりの業務量を大幅に
削減すること以外にありません。
道教組は、５月上旬から２０人以下の少人数学級実現を求める

キャンペーンを展開し、様々なとりくみを進めてきました。この
声は全国各地に大きく広がり、世論の高まりによって、国も少人
数学級の検討を始めました。みんなで声を上げれば、必ず変わり
ます。
「１年単位の変形労働時間制」導入についての意向調査に対して、私たちは、職場の教職員み

んなでこの制度の内容を検討し、長時間過密労働を固定化する制度導入は必要ないという声を、
道教委に届けましょう。
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①無事故割引を引き継げます

②団体扱い割引を10％に拡大

③家族の車もまとめるとさらに割引

④退職者もメリット引き継ぎで安心

⑤申し込んだその日から安心
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